
１．投票日当日の投票時間と投票場所
投票時間　午前７時～午後８時まで（山川第 10 投票所は午前７時～午後７時まで）
投票場所　告示日（５月 11日）以後から送付される投票所入場券に記載された投票所
※投票所の場所（地図）については、市ホームページで確認してください。

２．注意事項
ア．投票には、投票所入場券を各自切りはなし、本人が投票所に持参してください。
　　（もし入場券を忘れている場合や届いていない場合も※選挙権を有する方は投票できます）
イ．投票する日までに本市から他の市区町村に住所を移した方は、投票することができません。
※選挙権を有する方
◦投票日現在、満 18 歳以上の方（平成 19 年５月 19 日までに生まれた方）
◦令和７年２月 10 日までに吉野川市に住民登録されている方（選挙人名簿登録基準日の令和

７年５月 10 日時点で３カ月以上吉野川市に住所を有する必要があり、他の市区町村からの
転入者は転入届を行った日から起算されます）

３．期日前投票について

期　間 ５月 12日（月）～５月 17日（土）まで
午前８時 30 分～午後８時まで

場　所 吉野川市役所 本館１階 111 会議室　または　山川公民館 研修室１

期日前投票宣誓書の
提出について

期日前投票の際には、選挙の当日に投票に行けない旨の宣誓書の提出が必要
です。宣誓書は投票所入場券裏面に印刷しておりますので、事前に記入して
持参してください。また、市ホームページや期日前投票所にも準備していま
すので利用してください。

４．名簿登録地【吉野川市】以外の市区町村における不在者投票について
　仕事や旅行などで、選挙期間中、本市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の
選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。投票用紙などの送付に日数を要しますので、
早めに投票用紙を請求してください。

５．指定病院などにおける不在者投票について
　都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム・身体障害者支援施設などに入院・入所な
どをされている方は、病院・施設などにおいて不在者投票ができます。早めに病院長・施設長など
に申し出てください。

６．郵便などによる不在者投票について
　次の要件に該当する選挙人は「郵便等投票証明書」の交付を受け、自宅などで郵便などによる不
在者投票ができます。

吉野川市議会議員一般選挙の　　
投票日は、５月18日（日）です

●問い合わせ　選挙管理委員会　☎22-2211　℻22-2245

●身体障害者手帳
下記のいずれかの障がいで、その程度が右に該当する方

障がいの程度
１級 ２級 ３級

両下肢機能障がい・体幹機能障がい・移動機能障がい ● ● ―
心臓機能障がい・じん臓機能障がい・呼吸器機能障がい
ぼうこう機能障がい・直腸機能障がい・小腸機能障がい ● ― ●

免疫機能障がい・肝臓機能障がい ● ● ●

●介護保険被保険者証に要介護状態区分が要介護５と記載されている方
※４から６までの不在者投票についての詳細は、市ホームページで確認するか、下記の連絡先まで問い合わせてください。

７．開票について
開票日時　５月 18 日（日）　午後９時から（予定）
開票場所　吉野川市交流センター　川島町桒村 2827 番地 70

＜開票所での参観について＞
開票所での参観を希望される方は、下記の事項に協力をお願いします。
◦ 37.5 度以上の発熱など、体調がすぐれない方は参観を控えてください。
◦入場時、受付簿（氏名および連絡先）の記入
◦混雑時の入場制限

８．公募立会人について

18・19 歳、20 歳代の若い世代の「投票立会人」を募集しています。「投票立会人」は、投
票が適正かつ公正に行われているかを投票所で確認する仕事です。若い世代の方に政治や選挙
に関心を持っていただき、選挙をより身近に感じてもらうための取り組みですので、興味や関
心のある方は気軽に選挙管理委員会まで問い合わせください。

今回の一般選挙より
定数が 20人から
18人となります。

  投票立会人になりませんか？ 
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